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夕暮れ時の早めの前照灯点灯に関する協力依頼について 

 

 貴協会におかれましては、平素から交通安全活動に関する諸対策はもとより、

警察行政の各般にわたり、深いご理解と多大なるご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

 さて、日没時間が早まる９月以降は、例年、１６時から１８時にかけての夕暮

れ時の時間帯に交通事故が多発する傾向にあります。 

 このことを踏まえ、警視庁では、交通事故防止対策の一環として、夕暮れ時に

車両の前照灯を早めに点灯し、歩行者等へ注意を促す「トワイライト・オン運動」

を推進しているところです。 

 つきましては、貴協会加盟の事業者に対して、別添の交通安全情報を活用して

いただき、同運動の周知と夕暮れ時の早めの前照灯点灯の実施について、ご協力

を賜りますようお願い申し上げます。 
 
 
 
 
                                 【本件に対する問合せ先】 
                  警視庁交通部交通総務課 
                  交通安全担当管理官 川嶋 
                                 電話０３－３５８１－４３２１（代表）                    

                   内線７０３－５０３２０ 



警視庁交通部

警視庁では、車両の前照灯を日没より早めに点灯し、歩行者等に注
意を喚起して、薄暮時間帯の交通事故を抑止することを目的とした
「トワイライト・オン運動」を推進しています。

みんなで

薄暮時間帯や夜間帯に交通の危険から歩行者自身が身
を守るために、反射材を身に着けることが有効です。

反射材なし

見えにくい・・

反射材あり

よく見えます！

年末にかけての点灯推
奨時間（※日没時間を
考慮しています。

９月 17：00
10月 16：30
11月 16：00
12月 16：00
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